
（ 案）  

 

業 務 委 託 契 約 書 

１  業 務 の 名 称  令和７ 年度 第 25 号 

             後期高齢者医療相談に係る 通知書等作成及び発送業務 

２  契 約 期 間  契約日 から  令和７ 年 12 月 31 日 ま で 

３  業 務 委 託 料  別表のと おり  

う ち取引に係る 消費税 同上 
及び 地方消 費税の 額 

４  業 務 の 内 容  仕様書のと おり  

５  契 約 保 証 金  免除 

６  そ の 他 

上記の業務委託について、発注者と 受注者は、各々の対等な立場における 合意に基づいて、

裏面の条項によ って公正な業務委託契約を締結し 信義に従って誠実にこ れを履行する も の

と する 。  

本契約締結の証と し て本書２ 通を作成し 、 当事者記名押印の上、 各自１ 通を保有する 。  

令和７ 年 月 日 

静岡市葵区黒金町 59 番地の７  ニッ セイ 静岡駅前ビル３ 階 

発注者 

静岡県後期高齢者医療広域連合長 中野 弘道 

 

 

 

受注者  

      

      



 

  

条   項 

（ 総則）  

第１ 条 発注者及び受注者は、 こ の契約書に基づき 、 仕様書に従い、 法令を遵守し 、 こ の契約を

履行し なければなら ない。  

２  受注者は、 前記の契約期間（ 以下「 契約期間」 と いう 。 ） 内において、 こ の契約書に記載の

業務を履行する こ と を約し 、 発注者は、 その給付の対価と し て前記の業務委託料を支払う も の

と する 。  

３  発注者は、 こ の契約の目的を達成する ため、 業務に関する 指示を受注者に対し て行う こ と が

でき る 。 こ の場合において、 受注者は、 当該指示に従い契約を履行し なければなら ない。  

４  受注者は、 こ の契約書若し く は仕様書に特別の定めがある 場合又は前項の指示若し く は発注

者及び受注者の別段の協議がある 場合を除き 、 契約を履行する ために必要な一切の手段をその

責任において定める も のと する 。  

５  受注者、 第 11 条の業務責任者、 業務に従事する 者又は第９ 条の規定によ り 受注者から 業務

を委託さ れ若し く は請け負った者は、 こ の契約の履行に当たり 知り 得た秘密を漏ら し 、 又は他

の目的に利用し てはなら ない。 契約期間満了後又はこ の契約の解除後も 同様と する 。  

６  こ の契約に係る 訴えの提起又は調停（ 第 27 条の規定によ り 、 発注者受注者協議の上選任さ

れる 調停人が行う も のを除く 。 ） の申立てについては、 静岡地方裁判所を専属的合意管轄裁判

所と する 。  

７  こ の契約に要する 費用は、 受注者の負担と する 。  

（ 委託業務を行う 場所等）  

第２ 条 受注者は、 発注者が指定し た施設及び受注者の施設において、 業務を行う も のと する 。  

２  発注者は、 受注者に対し 業務に必要な発注者の施設及び設備を無償で使用さ せる こ と ができ

る 。  

３  受注者は、 前項の施設及び設備の使用に当たっては、 善良なる 管理者の注意義務をも って管

理し なければなら ない。  

４  受注者は、 故意又は過失によ り 施設等を滅失さ せ、 又は毀損し たと き は、 発注者の指定し た

期間内に代品を納め、 若し く は原状に復し 、 又は損害を賠償し なければなら ない。  



 

（ 検査及び引渡し ）  

第３ 条 受注者は、 業務を完了し たと き は、 委託業務完了報告書によ り その旨を発注者に通知し

なければなら ない。  

２  発注者は、 前項の委託業務完了報告書を受理し たと き は、 通知を受けた日から 10 日以内に

成果物等に基づき 業務の内容について検査を行わなければなら ない。  

３  受注者は、 前項の検査に合格し たと き は、 当該成果物等を発注者に引き 渡さ なければなら な

い。  

４  受注者は、 業務が第２ 項の検査に合格し ないと き は、 直ちに修補し て発注者の検査を受けな

ければなら ない。 こ の場合においては、 修補の完了を業務の完了と みなし て前項の規定を準用

する 。  

（ 業務委託料の支払）  

第４ 条 受注者は、 前条第２ 項の規定によ る 検査に合格し たと き は、 業務委託料の支払を請求す

る こ と ができ る 。  

２  発注者は、 前項の規定によ る 請求を受けたと き は、 その日から 起算し て 30 日以内に業務委

託料を支払わなければなら ない。  

（ 契約不適合責任）  

第５ 条 発注者は、 業務の結果及び成果物等が契約の内容に適合し ない（ 以下「 契約不適合」 と

いう 。 ） と き は、 受注者に対し て相当の期間を定めてその契約不適合の修補を請求し 、 又は修

補に代え、 若し く は修補と と も に損害の賠償を請求する こ と ができ る 。  

２  前項の規定によ る 契約不適合の修補又は損害賠償の請求は、 第３ 条第３ 項の規定によ る 引渡

し を受けた日から 1 年以内に行わなければなら ない。  

（ 権利義務の譲渡禁止等）  

第６ 条 受注者は、 こ の契約によ り 生ずる 権利又は義務を第三者に譲渡し 、 又は承継さ せてはな

ら ない。 ただし 、 書面によ り 発注者の承諾を得たと き は、 こ の限り でない。  

２  受注者は、 成果物等（ 未完成の成果物等及び業務を行う 上で得ら れた記録等を含む｡） を第

三者に譲渡し 、 貸与し 、 又は質権その他の担保の目的に供し てはら ない。 ただし 、 書面によ り

発注者の承諾を得たと き は、 こ の限り でない。  

 



 

（ 特許権等の使用）  

第７ 条 受注者は、 特許権、 実用新案権、 意匠権、 商標権その他日本国の法令に基づき 保護さ れ

る 第三者の権利（ 以下「 特許権等」 と いう 。 ） の対象と なっている 履行方法を使用する と き

は、 その使用に関する 一切の責任を負わなければなら ない。 ただし 、 発注者がその履行方法を

指定し た場合において、 仕様書に特許権等の対象である 旨の明示がなく 、 かつ、 受注者がその

存在を知ら なかったと き は、 発注者は、 受注者がその使用に関し て要し た費用を負担し なけれ

ばなら ない。  

（ 著作権等）  

第８ 条 発注者は、 受注者がこ の契約の履行に当たって作成し た資料及び開発し たプロ グラ ム等

（ 以下「 プロ グラ ム等」 と いう ） を使用する 権利を有する も のと する 。  

２  発注者は、 プロ グラ ム等を使用し 、 複製し 、 改変し 、 又は第三者に使用を許諾する 権利を有

する も のと する 。 ただし 、 業務着手に当たって既に受注者又は第三者が所有する プロ グラ ム等

及び開発済みのプロ グラ ム等については、 その限り でない。  

３  こ の契約の履行に当たって、 発注者若し く は受注者又は発注者及び受注者の共同によ り 開発

さ れたアイ デア、 コ ンセプト 、 ノ ウ ハウ 又は技術に係わる 発明、 考案、 意匠（ 以下「 発明等」 と

いう ｡） に関する 著作権又は工業所有権（ 以下「 著作権等」 と いう ｡） は、 次のと おり と する 。  

（ １ ） 発注者又は受注者が単独で行った発明等に関する 著作権等は、 当該発明等を行った当事

者に単独で帰属する 。  

（ ２ ） 発注者及び受注者が共同で行った発明等に関する 著作権等は、 発注者及び受注者の共有

と する 。  

４  受注者が、 プロ グラ ム等を第三者に紹介又は宣伝する 場合は、 発注者の同意を得なければな

ら ない。  

（ 再委託等の禁止）  

第９ 条 受注者は、 こ の契約に係る 業務の全部若し く は一部を第三者に委任し 、 又は請け負わせ

てはなら ない。 ただし 、 書面によ り 発注者の承諾を得たと き は、 こ の限り ではない。  

（ 指示等及び協議の書面主義）  

第 10 条 こ の契約に定める 指示、 請求、 通知、 報告、 申出、 承諾、 質問、 回答及び解除（ 以下「 指

示等」 と いう 。 ） は、 書面によ り 行わなければなら ない。  



 

２  前項の規定にかかわら ず、 緊急やむを得ない事情がある と き には、 発注者及び受注者は、 前

項に規定する 指示等を口頭で行う こ と ができ る 。 こ の場合において、 発注者及び受注者は、 既

に行った指示等を書面に記載し 、 ７ 日以内にこ れを相手方に交付する も のと する 。  

３  発注者及び受注者は、 こ の契約の他の条項の規定によ り 協議を行う と き は、 当該協議の内容

を書面に記録する も のと する 。  

（ 業務責任者）  

第 11 条 受注者は、 こ の契約の履行に当たり 、 業務責任者及び業務に従事する 者を定め、 発注者

に通知し なければなら ない。 ま た、 こ れら の者を変更し たと き も 、 同様と する 。  

２  業務責任者は、こ の契約の履行に関し 、業務の管理及び統括を行う ほか、業務委託料の変更、

契約期間の変更、 契約金の請求及び受領、 第 12 条第１ 項の請求の受理、 同条第２ 項の決定及び

通知並びにこ の契約の解除に係る 権限を除き 、 こ の契約に基づく 受注者の一切の権限を行使す

る こ と ができ る 。  

（ 業務責任者等に対する 措置要求）  

第 12 条 発注者は、 業務責任者、 業務に従事する 者及び第９ 条の規定によ り 受注者から 業務を委

任さ れ若し く は請け負った者がその業務の実施につき 著し く 不適当と 認めら れる と き は、 受注

者に対し て、 その理由を明示し た書面によ り 、 こ れら の者の更迭その他必要な措置をと る べき

こ と を請求する こ と ができ る 。  

２  受注者は、 前項の規定によ る 請求があったと き は、 当該請求に係る 事項について決定し 、 そ

の結果の請求を受けた日から 10 日以内に発注者に通知し なければなら ない。  

（ 履行報告）  

第 13 条 受注者は、 契約の履行について発注者に報告し なければなら ない。  

２  前項の規定にかかわら ず、 発注者は、 必要がある と 認める と き は、 業務の処理状況について

調査をし 、 又は受注者に対し 報告若し く は資料の提出を求める こ と ができ る 。  

（ 提供資料等）  

第 14 条 受注者は、 業務の履行に必要な資料又はデータ （ 以下「 提供資料」 と いう 。 ） の貸与、

提供又は使用（ 以下こ の条において「 提供等」 と いう 。 ） を、 発注者に請求する こ と ができ る 。  

２  発注者は、 前項の規定によ る 請求が業務の履行に必要である と 認めたと き は、 条件を付し て

提供等する こ と ができ る 。  



 

３  受注者は、 提供資料等の引渡し を受けたと き は、 引渡し の日から 7 日以内に借用書又は受領

書を提出し なければなら ない。  

４  受注者は、 提供資料等を善良な管理者の注意義務で管理し なければなら ない。  

５  受注者は、 提供書類等をこ の業務以外で使用し てはなら ない。  

６  受注者は、提供資料等を複製する と き は、あら かじ め、発注者の承諾を得なければなら ない。  

７  受注者は、 提供資料等を、 業務を行う 場所から 持ち出し てはなら ない。  

８  受注者は、 提供資料等を、 業務完了後延滞なく 、 発注者に返還し なければなら ない。  

（ 業務内容が仕様書と 一致し ない場合の修補義務）  

第 15 条 受注者は、業務の内容が仕様書又は発注者の指示若し く は発注者及び受注者によ る 協議

の内容に適合し ない場合において、 発注者がその修補を請求し たと き は、 当該請求に従わなけ

ればなら ない。 こ の場合において、 当該不適合が発注者の指示によ る と き その他発注者の責に

帰すべき 事由によ る と き は、 発注者は、 必要がある と 認めら れる と き は、 契約期間若し く は業

務委託料を変更し 、又は受注者に損害を及ぼし たと き は必要な費用を負担し なければなら ない。 

（ 条件変更等）  

第 16 条 受注者は、 本業務の実施に当たり 、 次の各号のいずれかに該当する 事実を発見し たと き

は、 その旨を直ちに発注者に通知し 、 その確認を請求し なければなら ない。  

（ １ ） 仕様書に誤謬又は脱漏がある こ と 。  

（ ２ ） 仕様書の表示が明確でないこ と 。  

（ ３ ） 履行上の制約等仕様書に示さ れた自然的又は人為的な履行条件が実際と 相違する こ と 。  

（ ４ ） 仕様書に明示さ れていない履行条件について予期する こ と のでき ない特別な状態が生じ

たこ と 。  

２  発注者は、 前項の確認を請求さ れたと き 、 又は自ら 前項に掲げる 事実を発見し たと き は、 受

注者の立会いの上、 直ちに調査を行わなければなら ない。 ただし 、 受注者が立会いに応じ ない

場合には、 受注者の立会いを得ずに行う こ と ができ る 。  

３  発注者は、 受注者の意見を聴いて、 調査の結果（ こ れに対し てと る べき 措置を指示する 必要

がある と き は、 当該指示を含む。 ） をと り ま と め、 調査の終了後 14 日以内に、 その結果を受注

者に通知し なければなら ない。 ただし 、 その期間内に通知でき ないやむを得ない理由がある と

き は、 あら かじ め、 受注者の意見を聴いた上で、 当該期間を延長する こ と ができ る 。  



 

４  前項の調査の結果によ り 第 1 項に掲げる 事実が確認さ れた場合において、 必要がある と 認め

る と き は、 発注者は、 仕様書の訂正又は変更を行わなければなら ない。  

５  前項の規定によ り 仕様書の訂正又は変更が行われた場合において、 発注者は、 必要がある と

認める と き は、 契約期間若し く は業務委託料を変更し 、 又は受注者に損害を及ぼし たと き は必

要な費用を負担し なければなら ない。  

（ 仕様書等の変更）  

第 17 条 発注者は、 必要がある と 認める と き は、 こ の契約に関する 指示の変更内容を受注者に通

知し て、 仕様書等を変更する こ と ができ る 。 こ の場合において、 発注者は、 必要がある と 認め

ら れる と き は契約期間若し く は業務委託料を変更し 、 又は受注者に損害を及ぼし たと き は必要

な費用を負担し なければなら ない。  

（ 業務に係る 受注者の提案）  

第 18 条 受注者は、 仕様書等について、 技術的又は経済的に優れた代替方法その他改良事項を発

見し 、 又は発案し たと き は、 発注者に対し て、 当該発見又は発案に基づき 仕様書等の変更を提

案する こ と ができ る 。  

２  発注者は、 前項の規定によ る 受注者の提案を受けた場合において、 必要がある と 認める と き

は、 仕様書等の変更を受注者に通知する も のと する 。  

３  発注者は、 前項の規定によ り 仕様書等が変更さ れた場合において、 必要がある と 認める と き

は、 契約期間又は業務委託料を変更し なければなら ない。  

（ 臨機の措置）  

第 19 条 受注者は、 不慮の事故に対応する ため必要がある と 認める と き は、 臨機の措置をと ら な

ければなら ない。 こ の場合において、 必要がある と 認める と き は、 受注者は、 あら かじ め、 発

注者の意見を聴かなければなら ない。 ただし 、 緊急やむを得ない事情がある と き は、 こ の限り

でない。  

２  前項の場合において、 受注者は、 そのと った措置の内容を直ちに通知し なければなら ない。  

３  発注者は、 不慮の事故への対応その他業務を行う 上で特に必要がある と 認める と き は、 受注

者に対し て臨機の措置をと る こ と を請求する こ と ができ る 。  

４  受注者が第 1 項又は前項の規定によ り 臨機の措置をと った場合において、 当該措置に要し た

費用のう ち、 受注者が業務委託料の範囲において負担する こ と が適当でないと 認めら れる 部分



 

については、 発注者がこ れを負担する 。  

（ 一般的損害）  

第 20 条 こ の契約期間内において、業務の履行に必要な設備等に生じ た損害その他業務を行う に

当たって生じ た損害については、 受注者がその費用を負担する 。 ただし 、 その損害のう ち発注

者の責めに帰する べき 事由によ り 生じ たも のについては、 受注者はその費用を発注者に請求す

る こ と ができ る 。 こ の場合において、 当該費用は発注者と 受注者で協議し て定める 。  

（ 第三者に及ぼし た損害）  

第 21 条 こ の契約を履行する に当たり 受注者の責に帰すべき 事由によ り 第三者に及ぼし た損害

について、 当該第三者に対し て損害の賠償を行わなければなら ないと き は、 受注者がその賠償

額を負担する 。  

２  前項の場合その他業務を行う につき 第三者と の間に紛争を生じ た場合においては、 発注者と

受注者が協力し てその処理解決に当たる も のと する 。  

（ 契約の解除）  

第 22 条 発注者は、 受注者が次の各号のいずれかに該当する と き は、 受注者に通知し て契約を解

除する こ と ができ る 。  

（ １ ） 正当な理由がなく 契約を履行し ないと き 。  

（ ２ ） 契約の締結又は履行について不正の行為がある と 認めたと き 。  

（ ３ ）  契約の履行にあたり 発注者の指示に従わないと き 、 又はその職務の執行を妨害し たと

き 。  

（ ４ ） 破産法（ 平成 16 年法律第 75 号） に基づく 破産手続が開始さ れたと き 。  

（ ５ ） 会社更生法（ 平成 14 年法律第 154 号） に基づく 更生手続が開始さ れたと き 。  

（ ６ ） 民事再生法（ 平成 11 年法律第 225 号） に基づく 再生手続が開始さ れたと き 。  

（ ７ ） 前各号に掲げる も ののほか、 静岡県後期高齢者医療広域連合契約規則（ 平成 20 年規則

第９ 号） 又はこ の契約に違反し たと き 。  

２  発注者は、 前項の規定によ り 契約を解除し よ う と する と き は、 業務委託契約解除通知書によ

り 、 受注者に通知する も のと する 。  

３  第１ 項の規定によ り 契約が解除さ れた場合においては、 受注者は、 業務委託料の 100 分の 10

に相当する 額を違約金と し て発注者の指定する 期間内に支払わなければなら ない。  



 

第 23 条 発注者は、 業務が完了する ま での間は、 前条第１ 項の規定によ る ほか、 必要がある と き

は、 受注者に通知し て契約を解除する こ と ができ る 。  

２  発注者は、 前項の規定によ り 契約を解除し たこ と によ り 受注者に損害を及ぼし たと き は、 そ

の損害を賠償し なければなら ない。  

（ 解除の効果）  

第 24 条 契約が解除さ れた場合には、第１ 条第２ 項に規定する 発注者及び受注者の義務は消滅す

る 。  

２  発注者は、 前項の規定にかかわら ず、 契約が解除さ れた場合において、 受注者が既に業務を

完了し た部分（ 以下「 既履行部分」 と いう ｡） の引渡し を受ける 必要がある と 認めたと き は、 既

履行部分を検査の上、 当該検査に合格し た部分の引渡し を受ける こ と ができ る 。 こ の場合にお

いて、 発注者は、 当該引渡し を受けた既履行部分に相応する 業務委託料（ 以下「 既履行部分委

託料」 と いう ｡） を受注者に支払う も のと する 。  

３  前項の既履行部分委託料は、 発注者と 受注者が協議し て定める 。 ただし 、 協議開始の日から

14 日以内に協議が整わない場合には、 発注者が定め、 受注者に通知する 。  

（ 解除に伴う 措置）  

第 25 条 受注者は、 契約が解除さ れた場合において、 提供資料等がある と き は、 当該提供資料等

を発注者に返還し なければなら ない。 こ の場合において、 提供資料等を受注者が故意又は過失

によ り 滅失又は毀損し たと き は、 代品を納め、 若し く は現状に復し て返還し 、 又は返還に代え

てその損害を賠償し なければなら ない。  

２  受注者は、 契約が解除さ れた場合において、 第２ 条第２ 項の施設等を使用し ている と き は、

当該施設内にある 受注者が所有若し く は管理する 機器その他の物件を撤去し 、 又は当該設備を

発注者に返還し なければなら ない。  

（ 発注者の請求によ る 契約期間の短縮）  

第 26 条 発注者は、 特別の理由によ り 契約期間を短縮する 必要がある と き は、 契約期間の短縮

を受注者に請求する こ と ができ る 。  

２  発注者は、 前項の場合において、 必要がある と 認める と き 、 又は受注者に損害を及ぼし たと

き は、 業務委託料を変更し 、 又は必要な費用を負担し なければなら ない。  



 

（ 紛争の解決）  

第 27 条 こ の契約の各条項において発注者と 受注者が協議し て定める も のにつき 協議が整わな

かったと き 又は発注者が定めたも のに受注者が不服のある 場合その他契約に関し て発注者と 受

注者と の間に紛争を生じ たと き は、 発注者及び受注者は、 協議の上調停人を選任し 、 当該調停

人のあっせん又は調停によ り その解決を図る 。 こ の場合において、 紛争の処理に要する 費用に

ついては、 発注者と 受注者が協議し て特別の定めをし たも のを除き 、 調停人の選任に係る も の

は発注者と 受注者が折半し 、 その他のも のは発注者と 受注者がそれぞれ負担する 。  

２  前項の規定にかかわら ず、 業務責任者の業務の実施に関する 紛争、 業務に従事する 者又は第

９ 条の規定によ り 受注者から 業務を委託さ れ、 若し く は請け負った者の業務の実施に関する 紛

争は、 第 12 条第２ 項の規定によ り 受注者が決定を行った後若し く は受注者が決定を行わずに

同条第同項の期間が経過し た後でなければ、 発注者及び受注者は、 前項のあっせん又は調停の

手続を請求する こ と ができ ない。  

３  第１ 項の規定にかかわら ず、 発注者又は受注者は、 必要がある と 認める と き は、 同項に規定

する 手続前又は手続中であっても 、 同項の発注者と 受注者と の間の紛争について民事訴訟法

（ 平成８ 年法律第 109 号） に基づく 訴えの提起又は民事調停法（ 昭和 26 年法律第 222 号） に

基づく 調停の申立てを行う こ と ができ る 。  

（ 個人情報の保護に関する 事項）  

第 28 条 受注者は、 本業務を実施する に当たり 、 別紙１ の個人情報の保護に関する 取扱仕様書

に定める 事項を遵守し なければなら ない。  

（ 暴力団の排除）  

第 29 条 受注者は、 本業務を実施する に当たり 、 別紙２ の暴力団の排除に係る 特記事項に定め

る 事項を遵守し なければなら ない。  

（ 契約外の事項）  

第 30 条 こ の契約書に定めのない事項については、 必要に応じ て発注者と 受注者が協議し て定

める 。  



別表

項目 税抜単価（ 円）
消費税及び

地方消費税の額( 円)
１ 枚・ 回・ 通当たり

税込単価( 円)

プロ グラ ム開発費

外字登録

通知書作成・ 印字
リ ーフ レ ッ ト 印刷（ ２ 種類）
封入封緘

窓空き 封筒作成

引抜き

項目 税込単価（ 円）
消費税及び

地方消費税の額( 円)
１ 枚・ 回・ 通当たり

税込単価( 円)

郵送料



    



別紙１  

 
個人情報の保護に関する 取扱仕様書 

 

（ 個人情報保護の基本原則）  

第１ 条 受注者は、 個人情報（ 個人に関する 情報があって、 特定の個人を識別でき る も

のをいう 。 以下同じ 。） の保護の重要性を認識し 、 こ の契約に基づく 業務を実施する に

当たり 、 個人の権利利益を侵害する こ と のないよ う 、 個人情報を適正に取り 扱わなけ

ればなら ない。  

（ 責任体制の整備）  

第２ 条 受注者は、 個人情報の安全管理について、 内部における 責任体制を構築し 、 そ

の体制を維持し なければなら ない。  

（ 責任者等の届出）  

第３ 条 受注者は、本件委託業務における 個人情報の取扱いの責任者及び業務に従事する

者（ 以下「 業務従事者」 と いう 。 ） を定め、 書面によ り あら かじ め、 発注者に報告し なけ

ればなら ない。 責任者及び業務従事者を変更する 場合も 、 同様と する 。  

２  責任者は、本件特記事項に定める 事項を適切に実施する よ う 業務従事者を監督し なけ

ればなら ない。  

３  業務従事者は、 責任者の指示に従い、 本件特記事項に定める 事項を遵守し なければな

ら ない。  

（ 教育の実施）  

第４ 条 受注者は、 個人情報の保護、 情報セキュ リ ティ に対する 意識の向上、 本件特記事

項において業務従事者が遵守すべき 事項その他本件委託業務の適切な履行に必要な教

育及び研修を、 業務従事者全員に対し て実施し なければなら ない。  

（ 秘密保持）  

第５ 条 受注者は、本件委託業務の履行によ り 直接又は間接に知り 得た個人情報を第三者

に漏ら し てはなら ない。 契約期間満了後又は契約解除後も 同様と する 。  

（ 派遣労働者等の利用時の措置）  

第６ 条 受注者は、 本件委託業務を派遣労働者、 契約社員その他の正社員以外の労働者に

行わせる 場合は、正社員以外の労働者にこ の契約に基づく 一切の義務を遵守さ せなけれ

ばなら ない。  

２  受注者は、 発注者に対し て、 正社員以外の労働者の全ての行為及びその結果について

責任を負う も のと する 。  

（ 再委託の禁止）  

第７ 条 受注者は、発注者が同意し た場合を除き 、個人情報の取扱いを自ら 行う こ と と し 、

第三者にその処理を委託（ 以下「 再委託」 と いう 。 ） し てはなら ない。  

２  受注者は、個人情報の取扱いを再委託し よ う と する 場合又は再委託の内容を変更し よ

う と する 場合には、あら かじ め次の各号に規定する 項目を記載し た書面を発注者に提出

し て発注者の同意を得なければなら ない。  

⑴ 再委託を行う 業務の内容 

⑵ 再委託で取り 扱う 個人情報 

⑶ 再委託の期間 



⑷ 再委託が必要な理由 

⑸ 再委託の相手方（ 名称、 代表者、 所在地、 連絡先）  

⑹ 再委託の相手方における 責任体制並びに責任者及び業務従事者 

⑺ 再委託の相手方に求める 個人情報保護措置の内容（ 契約書等に規定さ れたも のの写

し ）  

⑻ 再委託の相手方の監督方法 

３  前項の場合、 受注者は、 再委託の相手方にこ の契約に基づく 一切の義務を遵守さ せる

と と も に、 受注者と 再委託の相手方と の契約内容にかかわら ず、 発注者に対し て再委託

の相手方によ る 個人情報の取扱いに関する 責任を負う も のと する 。  

４  受注者は、 再委託契約において、 再委託の相手方に対する 監督及び個人情報の安全管

理の方法について具体的に規定し なければなら ない。  

５  受注者は、 本件委託業務を再委託し た場合、 その履行を管理監督する と と も に、 発注

者の求めに応じ て、 その状況等を発注者に報告し なければなら ない。  

（ 取得の制限）  

第８ 条  受注者は、本件委託業務を処理する ため個人情報を取得する 場合は、その目的を

明確にし 、 目的を達成する ために必要な範囲内で、 適法かつ適正な方法によ り 取得し な

ければなら ない。  

（ 目的外利用及び提供の禁止）  

第９ 条  受注者は、発注者の同意がある 場合を除き 、本件委託業務の履行によ り 知り 得た

個人情報をこ の契約の目的以外に利用し 、 又は第三者に提供し てはなら ない。  

（ 複写又は複製の禁止）  

第 10 条 受注者は、 こ の契約に基づく 業務を実施する に当たって、 発注者から 提供さ れ

た個人情報が記録さ れた資料等を複写し 、 又は複製し てはなら ない。  

（ 個人情報の安全管理）  

第11条 受注者は、 本件委託業務を処理する ため収集、 作成し た個人情報又は発注者から

提供さ れた資料に記録さ れた個人情報を漏えい、紛失、き 損又は滅失（ 以下「 漏えい等」

と いう 。 ） する こ と のないよ う 、 当該個人情報の安全な管理に努めなければなら ない。  

２  受注者は、 発注者から 本件委託業務を処理する ために利用する 個人情報の引渡し を

受けた場合は、 発注者に受領書を提出し なければなら ない。  

３  受注者は、 第１ 項の個人情報を取り 扱う 場所（ 以下「 作業場所」 と いう 。 ） を特定し 、

あら かじ め発注者に届け出なければなら ない。その特定し た作業場所を変更し よ う と す

る と き も 、 同様と する 。  

４  受注者は、 発注者が同意し た場合を除き 、 第１ 項の個人情報を作業場所から 持ち出し

てはなら ない。  

５  受注者は、 第１ 項の個人情報を運搬する 場合は、 その方法（ 以下「 運搬方法」 と いう

。 ） を特定し 、 あら かじ め発注者に届け出なければなら ない。 その特定し た運搬方法を変

更し よ う と する と き も 、 同様と する 。  

６  受注者は、 業務従事者に対し 、 身分証明書を常時携行さ せる と と も に、 事業者名を明

記し た名札等を着用さ せて業務に従事さ せなければなら ない。  

７  受注者は、 本件委託業務を処理する ために使用する パソ コ ンや記録媒体（ 以下「 パソ

コ ン等」 と いう 。 ） を台帳で管理する も のと し 、 発注者が同意し た場合を除き 、 当該パソ



コ ン等を作業場所から 持ち出し てはなら ない。  

８  受注者は、 本件委託業務を処理する ために、 作業場所に私用パソ コ ン、 私用記録媒体

その他の私用物等を持ち込んで使用し てはなら ない。  

９  受注者は、 本件委託によ る 業務を処理する パソ コ ン等に、 個人情報の漏えい等につな

がる おそれがある 業務に関係のないアプリ ケーショ ン をイ ンス ト ールし てはなら ない。 

10 受注者は、 第１ 項の個人情報を、 秘匿性等その内容に応じ て、 次の各号の定める と こ

ろによ り 管理し なければなら ない。  

⑴ 個人情報は、金庫、施錠が可能な保管庫又は施錠若し く は入退室管理の可能な保管

室等に保管し なければなら ない。  

⑵ 個人情報を電子データ と し て保存又は持ち出す場合は、暗号化処理又はこ れと 同等

以上の保護措置をと ら なければなら ない。  

⑶ 個人情報を電子データ で保管する 場合、当該データ が記録さ れた記録媒体及びその

バッ ク アッ プデータ の保管状況並びに記録さ れた個人情報の正確性について、定期的

に点検し なければなら ない。  

⑷ 個人情報を管理する ための台帳を整備し 、個人情報の受渡し 、使用、複写又は複製、

保管、 廃棄等の取扱いの状況、 年月日及び担当者を記録し なければなら ない。  

（ 返還、 廃棄又は消去）  

第12条 受注者は、 本件委託業務を処理する ために発注者から 引き 渡さ れ、 又は受注者自

ら 作成し 若し く は取得し た個人情報について、 本件委託業務完了時に、 発注者の指示に

基づいて返還、 廃棄又は消去し なければなら ない。  

２  受注者は、 第１ 項の個人情報を廃棄する 場合、 記録媒体を物理的に破壊する 等当該個

人情報が判読、 復元でき ないよ う に確実な方法で廃棄し なければなら ない。  

３  受注者は、 パソ コ ン等に記録さ れた第１ 項の個人情報を消去する 場合、 データ 消去用

ソ フ ト ウ エア等を使用し 、 通常の方法では当該個人情報が判読、 復元でき ないよ う に確

実に消去し なければなら ない。  

４  受注者は、 第１ 項の個人情報を廃棄又は消去し たと き は、 完全に廃棄又は消去し た旨

の証明書（ 情報項目、 媒体名、 数量、 廃棄又は消去の方法、 責任者、 立会者、 廃棄又は

消去の年月日が記載さ れた書面） を発注者に提出し なければなら ない。  

５  受注者は、 廃棄又は消去に際し 、 発注者から 立会いを求めら れたと き はこ れに応じ な

ければなら ない。  

（ 事故発生時の対応）  

第13条 受注者は、 本件委託業務の処理に関し て個人情報の漏えい等があった場合は、 当

該漏えい等に係る 個人情報の内容、数量、発生場所、 発生状況等を書面によ り 発注者に

直ちに報告し 、 その指示に従わなければなら ない。  

２  受注者は、 前項の漏えい等があった場合には、 直ちに被害を 最小限にする ための措

置を講ずる と と も に、 前項の指示に基づいて、 当該漏えい等に係る 事実関係を 当該漏

えい等のあっ た個人情報の本人に通知し 、又は本人が容易に知り 得る 状態にする 等の

措置を 講ずる も のと する 。  

３  受注者は、発注者と 協議の上、二次被害の防止、類似事案の発生回避等の観点から 、

可能な限り 当該漏えい等に係る 事実関係、発生原因及び再発防止策の公表に努めなけ

ればなら ない。  



（ 立入調査等）  

第14条 発注者は、 本件委託業務の処理に伴う 個人情報の取扱いについて、 本件特記事

項の規定に基づき 必要な 措置が講じ ら れている かど う かを 確認する ため必要がある

と 認める と き は、 受注者に報告を 求める こ と 及び受注者の作業場所を 立入調査する こ

と ができ る も のと し 、 受注者は、 発注者から 改善を 指示さ れた場合には、 その指示に

従わなければなら ない。  

（ 契約の解除）  

第15条 発注者は、 受注者が本件特記事項に定める 義務を果たさ ない場合は、 本件委託業

務の全部又は一部を解除する こ と ができ る も のと する 。  

２  受注者は、 前項の規定に基づく 契約の解除によ り 損害を被った場合においても 、 発注

者にその損害の賠償を求める こ と はでき ない。  

（ 損害賠償）  

第16条 受注者は、 本件特記事項に定める 義務に違反し 、 又は怠ったこ と によ り 発注者が

損害を被った場合には、 発注者にその損害を賠償し なければなら ない。  

 

 

 



別紙２  

暴力団の排除に係る 特記事項 

 （ 確約事項）  

第１ 条 受注者は、 発注者に対し 、 次の各号の事項を 確約する 。  

 ⑴ 自ら が、 次のいずれかに該当する 者（ 以下「 暴力団関係業者」 と いう 。 ） でない

こ と 。  

  ア 役員等（ 受注者が個人である 場合にはその者を 、 受注者が法人である 場合には

その役員又はその支店若し く は常時契約を 締結する 事務所の代表者を いう 。 以下

こ の号において同じ 。 ） が暴力団員等（ 暴力団員によ る 不当な行為の防止等に関

する 法律（ 平成３ 年法律第７ ７ 号） 第２ 条第６ 号に規定する 暴力団員又は暴力団

員でなく なっ た日から ５ 年を 経過し ない者を いう 。 以下同じ 。 ） である と 認めら

れる 者 

  イ  暴力団員によ る 不当な行為の防止等に関する 法律第２ 条第２ 号に規定する 暴力

団（ 以下「 暴力団」 と いう 。 ） 又は暴力団員等が経営に実質的に関与し ている と

認めら れる 者 

  ウ  役員等が、 自己、 自社若し く は第三者の不正の利益を 図る 目的又は第三者に損

害を加える 目的を も っ て、 暴力団又は暴力団員等を 利用する など し たと 認めら れ

る 者 

  エ 役員等が、 暴力団又は暴力団員等に対し て資金等を 供給し 、 又は便宜を 供与す

る など 直接的ある いは積極的に暴力団の維持、 運営に協力し 、 若し く は関与し て

いる と 認めら れる 者 

  オ 役員等が暴力団又は暴力団員等と 密接な関係を 有し ている と 認めら れる 者 

 ⑵ 暴力団関係者に自己の名義を 利用さ せ、 こ の契約を締結する も のではないこ と 。  

 （ 不当介入を 受けた場合の措置）  

第２ 条 受注者は、 受注者又は受注者が本契約に関連し て締結する 売買、 貸借、 請負そ

の他の契約（ 以下こ の条において「 関連契約」 と いう 。 ） 及び当該関連契約が下請又

は再委託の契約であっ て、 それが数次にわたる 場合には、 受注者が締結し たも のにか

かわら ず、 その全てを 含む契約（ 以下こ れら の契約を 「 関連契約等」 と いう 。 ） の相

手方が、 暴力団関係者から 不当要求又は業務妨害等の不当介入を受けた場合は、 こ れ

を 拒否し 、 又は関連契約等の相手方を し てこ れを拒否さ せる と と も に、 不当介入があ

っ た時点で、 速やかに警察に通報し 、 捜査上必要な協力を行い、 発注者にその旨を文

書で報告し なければなら ない。  

（ 事業契約の解除）  

第３ 条 発注者は、 受注者が前２ 条の規定に違反する こ と が判明し た場合は、 何ら 催告

する こ と なく 、 本契約を 解除する こ と ができ る 。  



２  発注者は、 受注者の関連契約等の相手方が暴力団関係者である と 判明し た場合は、

受注者に対し 、 当該関連契約等の解除その他の必要な措置を 講ずる よ う 求める こ と が

でき る 。  

３  発注者は、 受注者が前項の規定によ る 求めに対し 、 正当な理由がなく こ れに応じ な

い場合は、 本契約を解除する こ と ができ る 。  

４  発注者が本条の規定によ り 本契約を 解除し た場合には、 受注者に損害が生じ ても 発

注者は何ら こ れを 賠償ないし 補償する こ と は要せず、 ま た、 かかる 解除によ り 発注者

に損害が生じ た場合は、 受注者はその損害を 賠償する も のと する 。  


